
株式会社 但馬銀行 

一 般 財 形 預 金 
平成２２年８月１３日現在 

１．商 品 名 ・一般財形預金（目標日自由型） ・一般財形預金（目標日指定型）

２．ご利用いただける方 ・個人のお客さま（事業主に雇用されているの勤労者の方） 
３．期    間 ・３年以上で自由 ・３年以上２０年以内 

(預入期限は目標日の１ヵ月前で

す) 

・預入れの都度、期日指定定期預金

（３年）の自動継続（元利金継続）

となります。 

・満期日を同一とする複数の預金が

ある場合は、それぞれの預金の元

利金をまとめて１口の期日指定定

期預金とします。 

 

・預入れの都度、期日指定定期預金

（３年）または、目標日までのス

ーパー定期の自動継続（元利金継

続）となります。 

・期日指定定期預金、預入期間１年

のスーパー定期は、満期日にその

元利合計額で積立定期預金（目標

日指定型）９．②の期間に応じた

定期預金として継続します。 

４．お預入れ方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）お預入れ方法 

 

（２）お預入れ金額 

（３）お預入れ単位 

・契約期間内で分割お預入れ（事業主が勤務者に支払う賃金から控除した

うえ、預入れします。） 

・１００円以上 

・１円単位 

５．払 戻 方 法 ・口座解約のほか、一部払戻しが可能です。 

 

・積立定期預金（エンドレス型）

に準じたお取り扱いになりま

す。 

なお、金利については店頭の金

利表示ボードまたは窓口でご確

認ください。 

 

・積立定期預金（目標日指定型）

に準じたお取り扱いになりま

す。 
なお、金利については店頭の金

利表示ボードまたは窓口でご

確認ください。 

６．利    息 

（１）適 用 金 利 

 

 

 

 

 

（２）課 税 ・利息に２０％（国税１５％、地方税５％）の分離課税が適用されます。

７．手 数 料 ・定めはありません。 

８．付 加できる 

  特 約 事 項 

・低利のマイホーム資金、教育資金等の融資制度が利用できます。 



株式会社 但馬銀行 

・満期日前に解約する場合は、次の中途解約利率（小数点第４位以下切捨

て）により１年複利の方法で計算したお利息とともにお支払いします。

９．中途解約時の 

取扱い 

①６ヵ月未満 

…解約日の普通預金の利率

②６ヵ月以上１年未満 

…２年以上利率×４０％

③１年以上１年６ヵ月未満 

…２年以上利率×５０％

④１年６ヵ月以上２年未満  

…２年以上利率×６０％

⑤２年以上２年６ヵ月未満 

…２年以上利率×７０％

⑥２年６ヵ月以上３年未満 

…２年以上利率×９０％

〔一〕 期日指定定期預金として預入分

            同左 

 

〔二〕 スーパー定期として預入分 

①６ヵ月未満 

…解約日の普通預金の 

 利率 

②６ヵ月以上１年未満 

…約定利率×５０％ 

10．その他参考と 

  なる事項 

・会社等の役員の方は原則として預入できませんが、「取締役営業部長」

のように勤労者としての属性を有している場合には、預入対象者となり

ます。 

・満期日以後のお利息は解約日または書替継続日における普通預金利率に

より計算します。 

・概算金額指定払戻（１万円以上）により預金口座の残高の一部に相当す

る金額の払戻請求があったときは、解約元金が払戻請求額に達するまで

預金を１口毎に順次解約します。解約順序は特に指定のない限り、当行

所定の順序により解約します。 

・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 

 


